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令和 2年 5月 第 152号 

裏面へ 
⇒ 

足関節の屈曲 

 

1、2、3 でつま先を
天井に向け、1、2、
3、でゆっくりおろ
す。 

ひざの伸展 

 

1、2、3 でひざを床 
と平行になるまで伸 
ばし、1、2、3、で 
ゆっくりおろす。 

 

つま先立ち 

 

かかとを 1、2、3 で上げて、
1、2、3 でゆっくりおろす 足のつま先から膝は

出ないようにする。 

緊急事態宣言が出て、皆さん外出自粛をしていることと思います。しかし 

怖いのは感染だけではありません。フレイルという言葉を聞いたことはありますか？ 

動かないことにより体や頭の動きが低下し、歩くことや身の周りのことなど生活動作

が行いにくくなり、疲れやすくなって虚弱（フレイル）が進んできます。2 週間の寝たき

りにより失う筋肉量は 7年間に失われる量に匹敵するといわれているのです。フレ 

イル予防のため、動かない時間を減らして自宅でも筋力トレーニングをして 

いきましょう！ 

だからこそ  

腕を組んだまま 
1、2 で座る。 

イスからの立ち上がり 

 

腕を組んで、1、2 で 
立ち上がる。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険ってどんな保険？ 

介護保険は介護が必要な方に、その費用を給
付してくれる制度です。 
保険ですから、みんなで保険料を負担して、必
要な方に給付する仕組みになっています。ど
んな保険でもそうですが、保険を受けるには
いろいろな手続きをしなければなりません
し、受けられるかどうか審査もあります。 
今回は、介護保険のサービス利用までの流れ
を説明します。 

本人またはご家族が市町村の窓口へ申請 

※地域包括支援センターも代行申請を行います。 

マックスバリュ富士岡店 

市の調査員が訪問します。 

心身の状況を調べるために本人と家族などか

ら聞き取り調査等をします。 

※お買い物の帰りにお立ち寄りください。参加費は無料です。 

５月２６日（火）・６月１６日（火） 午前１０時～正午まで 

介護が必要な人・あるいは家族 

市役所長寿福祉課の窓口または 

地域包括支援センターの窓口で電話・相談 

要介護認定の申請 

訪問調査 

本人の主治医が介護を必要とする原因疾患

などについて記入します。 

主治医意見書 

訪問調査の結果と主治医意見書より、市町村が任命する保健・医療・福祉の専門家で構成され

た介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。 

要介護度の決定（介護認定審査会）

要介護認定の申請 

介護サービスが利用でき

ます。 

要介護度 1～5 

介護予防サービス、市区町村が行

う介護予防・生活支援サービス事業

を利用できます。 

要支援 1～２ 

介護サービスや介護予防サービスを利用

できません。ただし、基本チェックリストを

受けて「介護予防・生活支援サービス事業

対象者と判定された場合は、介護予防・生

活支援サービス事業が利用できます。 

非該当 


